
主な商品名 備　　　　考農　薬　名

粘着くん水和剤（注＊２）

レンテミン液剤

農薬登録なし

アルムグリーン

カスミンボルドー､カッパーシン水和剤

農薬としての登録なし
保管施設で使用する場
合に限ること

地場で生息する天敵､スパイデックス､チリ
トップ､ククメリス､メリトップ､スパイカルＥＸ､
アフィパール､コレトップ､コレパラリ､サバク
トップ､エルカートﾞ､スパイカルプラス､ミヤコ
トップ､ツヤコバチＥＦ３０､アリガタ､ミドリヒメ､
スワルスキー､スワルスキープラス、エンス
トリップ、ツヤトップ、ツヤトップ２５、ツヤパラ
リ、オリスタ―A、タイリク、トスパック、ベミ
パール、チリカ・ワーカー、チリカブリ、ナミ
トップ、ナミトップ２０ 等

「地場で生息する天敵」
は特定農薬

クリーンカップ､ケミヘル

※

※

＊１

＊２

注＊１

注＊２ 粘着くん液剤は、カウント対象である。
有機銅はカウント対象である。

クレフノン､アプロン、クレント､ホワイトコート

「主な商品名」のうち、ゴシック体は｢有機農産物の日本農林規格｣で使用回数に数えない農薬
明朝体は、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に準じて使用回数に数えない農薬
斜体 は、上記以外で使用回数に数えない農薬

サンクリスタル乳剤､アーリーセーフ､ガーデンアシストパームスプレー

ボルン、スピンドロン乳剤、トモノールＳ、機械油乳剤95、ハーベストオ
イル、スプレーオイル、ラビサンスプレー　等

天敵等生物農薬･銅水和剤

コロマイト水和剤､コロマイト乳剤､スピノエースフロアブル､スピノエー
ス箱粒剤､スピノエース顆粒水和剤､ゼロカウント粒剤､ダニダウン水
和剤､マツガード､ミルベノック乳剤、ポリオキシンAL水和剤、ポリオキ
シンAL乳剤、ポリオキシンＡＬ水溶剤､フランカットスプレー､バリダシン
粉剤ＤＬ､バリダシン液剤､バリダシン液剤５、アグレプト水和剤、アグレ
プト液剤、アグリマイシン-１００、マイコシールド、カスミン液剤、カスミン
バリダシン液剤、ジオゼット水和剤

天敵等生物農薬
（天敵）

脂肪酸グリセリド乳剤

細菌抽出物

シイタケ菌糸体抽出物液剤

クロレラ抽出物液剤

混合生薬抽出物液剤

マシン油剤エアゾル
マシン油乳剤

天敵等生物農薬
（ＢＴ）

エコマスターＢＴ､エスマルクＤＦ､サブリナフロアブル､ジャックポット顆
粒水和剤､ゼンターリ顆粒水和剤､チューンアップ顆粒水和剤､デル
フィン顆粒水和剤､トアロー水和剤ＣＴ､トアローフロアブルＣＴ､バイオ
マックスＤＦ､バシレックス水和剤､ファイブスター顆粒水和剤､フロー
バックＤＦ､レピクリーンＤＦ、クオークフロアブル、チューリサイド水和
剤、チューレックス顆粒水和剤 等

細菌抽出物・銅水和剤

ケイソウ土粉剤

炭酸カルシウム水和剤 ＊２

デンプン水和剤

カゼインまたはパラフィンを有効成分とするものに限ること

有機農産物の日本農林規格：銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること

「有機農産物の日本農林規格」の規定

天敵等生物農薬
（微生物）

アグロケア水和剤､インプレッションクリア､インプレッション水和剤､エ
コショット､エコホープ､エコホープＤＪ､エコメイト､キュービオＺＹ－０２､
ゴッツＡ､セレナーデ水和剤､タフパール､タフブロック､バイオキーパー
水和剤､バイオセーフ､バイオトピア､バイオリサ・カミキリ､パイレーツ
粒剤､バクテローズ､パストリア水和剤､ハスモン天敵､バチスター水和
剤､ハマキ天敵､フィールドキーパー水和剤､プリファード水和剤､ベジ
キーパー水和剤､ボタニガードＥＳ､ボタニガード水和剤､ボトキラー水
和剤､ボトピカ水和剤､マイコタール､マスタピース水和剤､ミニタンＷ
Ｇ､モミホープ水和剤

種類 農 産 物 名 作　型
化学合成農薬

（延べ使用成分回数）
化学肥料

（窒素成分kg/10a）
備考

水稲 普通 7 5

小麦 普通 3 5

アイスプラント 春～冬まき 4 12

アシタバ 普通 3 40

アスパラガス 半促成長期どり 8 15

イチゴ 促成（施設） 31 30

ウド
促成・普通軟化
(根株養成含む) 8 16

エダマメ 早熟・普通 5 10

野 オクラ 普通 5 20

カボチャ 普通 2 15

カリフラワー 夏まき 12 20

春まき夏どり 15 25

夏まき秋冬どり 15 25

秋まき初夏どり 15 25

半促成（施設） 20 25

早熟・普通(露地) 18 25

抑制（施設） 18 20

冬まき・春まき 6 15

夏まき・秋まき 10 15

ゴボウ 普通 5 12

春～秋まき（露地） 7 15

春～秋まき（施設） 7 7

冬まき（露地） 5 15

冬まき（施設） 5 7

サツマイモ 普通 10 3

サトイモ 普通 4 20 *１

普通 10 10

抑制（施設） 5 10

菜 秋まき 3 10

秋まき　島しょ 18 24 *２

シシトウ 普通 7 18

春作 4 15

秋作 5 20

シュンギク 秋まき 3 14

ショウガ 半促成・普通 10 15

スイートコーン 早熟・普通 4 18

スイカ 早熟 16 12

Ⅹ　東京都内における化学合成農薬・化学肥料慣行使用基準

令和元年７月現在

作
物

キャベツ

キュウリ

コカブ

コマツナ

サヤインゲン

サヤエンドウ

ジャガイモ
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種類 農 産 物 名 作　型
化学合成農薬

（延べ使用成分回数）
化学肥料

（窒素成分kg/10a）
備考

ズッキーニ 早熟・普通 8 13

春まき 8 15

夏まき・秋まき 8 20

冬まき 8 15

タマネギ 秋まき 5 17

春まき・夏まき 4 9

秋まき・冬まき 4 13

促成（施設） 36 30 *３

半促成（施設） 17 30 *３

野 早熟・普通(露地) 17 25 *３

抑制（施設） 17 15 *３

小笠原（施設） 11 40 *３ *４

ナス 早熟 39 40

ナバナ類 秋まき 3 22

ニガウリ 普通 3 11

春まき 8 20

夏まき 8 20

ニンニク 普通 6 15

春まき 8 20

秋まき 9 20

ハクサイ 秋まき 11 16

葉ショウガ 半促成・普通 10 15

春まき 3 14

秋まき 2 14

ピーマン 早熟 13 20

春まき 5 16

夏まき 6 10

秋まき・冬まき 5 13

春まき 10 25

菜 夏まき 10 25

春～初秋まき 7 14

秋まき・冬まき 4 15

春～秋まき 5 14

冬まき 4 8

促成（施設） 36 30 *３

半促成（施設） 17 30 *３

早熟・普通(露地) 17 25 *３

抑制（施設） 17 15 *３

小笠原（施設） 11 40 *３ *４

モミジガサ 普通 0 0 *６

ニンジン

ダイコン

チンゲンサイ

トマト

ネギ

ミズナ

ミニトマト

非結球レタス

ブロッコリー

ホウレンソウ

*５

葉ダイコン
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種類 農 産 物 名 作　型
化学合成農薬

（延べ使用成分回数）
化学肥料

（窒素成分kg/10a）
備考

モロヘイヤ 早熟・普通 2 14

ヤマノイモ 普通 8 20 *７

野 ラッカセイ 普通 0 5 *８

ラッキョウ 普通（１年掘り） 3 20

ルッコラ 春まき・秋まき 8 14

菜 春まき・夏まき・秋まき 8 12

冬まき 2 20

イチジク 10 16

ウメ 8 18

果 温州ミカン 13 25

カキ 10 14

キウイフルーツ 11 16

クリ 4 5

ナシ 36 30

ブドウ 21 8

樹 ブルーベリー 4 10

パッションフルーツ 施設 5 20

ユズ 6 18

リンゴ 35 12

レモン 露地(島しょを除く) 12 20 *９

食用つばき(種子) 1 2

茶 12 45

種類 農 産 物 名 作　型
化学合成農薬

（延べ使用成分回数）
化学肥料

（窒素成分kg/10a）
備考

トマト（養液栽培） 促成長期（施設） 34 *３ *10

ミニトマト（養液栽培） 促成長期（施設） 34 *３ *10

(注)
*１:
*２:
*３:

*４:
*５:

*６:

*７:

*８:
*９:
*10:

　
作
物

工
芸

ラッカセイは、化学合成農薬が栽培期間中不使用のものについてのみ認証する。

サトイモには、エビイモ、タケノコイモ、ヤツガシラを含む。
島しょに限る。
トマト、ミニトマトに使用するトマトトーンは、直接花房及び花へそれぞれ１回処理するものであ
るため、回数は他の農薬とは違い、生育期全体を通じて１回としてカウントすることとする。
小笠原諸島に限る。
ネギには、九条ネギ、加賀太ネギ、千住ネギ、ヤグラネギ、下仁田ネギ、リーキ、ワケネギを含
む。
モミジガサの認証対象は栽培したものに限る。また、化学合成農薬及び化学肥料が栽培期間中不使
用のものについてのみ認証する。
ヤマノイモには、ヤマトイモ、自然薯、丸イモ、ナガイモ、トックリイモ、イセイモ、イチョウイ
モ、ツクネイモ、ダイジョを含む。

化学合成農薬の使用回数は、有効成分の延べ回数、化学肥料は窒素成分(㎏/10a)。

野
菜

養液栽培の認証基準に適合したものに限る。

レタス

島しょを除く地域に限る。
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